
ＰＣＴ出願人の手引－国際段階－附属書Ｂ１ 

(2025年1月1日) 

締約国に関する情報 

ＳＧ 

 

シンガポール 

 

一 般 情 報 

附属書 Ｂ１

ＳＧ

 

国内官庁の名称 Intellectual Property Office of Singapore 

（シンガポール知的財産庁） 

所在地 1 Paya Lebar Link #11-03, PLQ 1, Paya Lebar Quarter, 

Singapore 408533 

郵便のあて名 所在地と同じ 

電話番号 

電子メール 

 

 

 

インターネット 

ファクシミリ装置 

(65) 63 39 86 16 

pct@ipos.gov.sg（RO/SG，ISA/SG，IPEA/SGに行われた 

                 特定のＰＣＴ出願に関する問合せ） 

ipos_enquiry@ipos.gov.sg（ＩＰＯＳにおけるＰＣＴ手続を 

                          含むその他の問合せ） 

http://www.ipos.gov.sg 

な し 

国内官庁はファクシミリ装置又は同様の

手段による書類の提出を受理するか？ 

（ＰＣＴ規則92.4） 

受理しない 

国際出願に関する通知の写しを電子メー

ルで送付するか？ 

送付しない 

出願人がＷＩＰＯ ＤＡＳ１から優先権書

類を取得できるようにする用意がある

か？（ＰＣＴ規則17.1(ｂの2)） 

用意なし 

シンガポールの国民及び居住者のための

管轄受理官庁 

 国内法令２は外国官庁への 

 国際出願を制限するか？ 

ＷＩＰＯ国際事務局又はシンガポール知的財産庁 

 

次の場合，出願は制限される： 

 居住者による出願３ 

シンガポールが指定（又は選択）されて

いる場合の管轄指定（又は選択）官庁４ 

シンガポール知的財産庁 

ＰＣＴに基づき取得可能な保護の種類 特許 

［次頁に続く］ 

 

 

 

 

 

         

１ ＷＩＰＯ ＤＡＳについての詳細情報は次から入手可能である：https://www.wipo.int/en/web/das 

２ 特許法第34条。 

３ 外国出願を行うことについて登録官から書面による許可を既に得ている場合，又は同一発明に関する出願
が国内官庁に行われており，登録官が当該発明の公開又は公表を禁止する指令を与えることなく２か月以
上経過した場合を除く。 

４ 対応する国内段階を参照されたい。 



ＰＣＴ出願人の手引－国際段階－附属書Ｂ１ 

(2025年1月1日) 

ＳＧ シンガポール（続き） ＳＧ

国内官庁が認める手数料の支払方法 インターネットバンキング，GIRO，VISA/Masterカード 

国際型調査に関するシンガポールの規定 

（ＰＣＴ第15条） 

な し 

国際公開に基づく仮保護 ＷＩＰＯ国際事務局が英語で行う国際出願の公開は，仮に出願

又はその翻訳文の公開日に特許が登録になっていたならば，法

廷で又は登録官に対して特許権侵害に該当する行為に関して提

訴手続を行った場合と一般的に同じ権利が出願人に与えられ

る。提訴は特許付与後においてのみ可能である。特許法第ＸⅦ

部参照。 

シンガポールが指定（又は選択）されている場合の有益な情報 

シンガポールが指定（又は選択）されて

いる場合に発明者の氏名（名称）及びあ

て名を提示しなければならない時期 

願書中に記載することができる。又はＰＣＴ第22条又は第39条

(1)に基づく期間の満了から２か月以内５に提出しなければなら

ない。 

微生物及びその他の生物材料の寄託に関

する特別の規定が設けられているか？ 

あ り（附属書Ｌ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

５ 2007年4月1日以降に国際出願が行われ，ＰＣＴ第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了前に出願人が明示
の請求を行い（すなわちＰＣＴ第23条(2)又は第40条(2)に基づく明示の請求を行い）国内段階に移行した
場合，発明者の氏名（名称）及びあて名は，次のいずれか遅く満了する期間内に提示する（必要な場合)。
(a) 優先日から16か月，又は優先日がなければ国際出願日から16か月。(b) 国内段階移行の日から２か月。 


